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１ 事業の主旨 

太田市（以下「本市」という。）では、２０５０年ゼロカーボンシティの実現に向けて、地域脱炭素の

取組みを推進しており、その一環として公共施設の脱炭素化が求められている。また、高騰する電気

料金に対応し、安定した財政運営を行うため、省エネルギー対策は急務である。 

本事業は、温室効果ガス排出量ならびに消費電力量を削減することを目的とし、公共施設の照明

器具について、LED化を図るものであり、その実施にあたり、民間事業者の優れたノウハウを活用し、

事業期間、費用対効果等について、最良の提案を求めるため、公募型プロポーザル方式により実施

するものである。 

２ 事業概要 

（１）事業名称 

令和７年度太田市公共施設照明LED化事業 

（２）対象施設 

太田市内公共施設 ４０施設（別紙１「対象施設一覧表」のとおり） 

（３）照明器具の種類及び数量 

様式１「既設照明・提案照明一覧表」のとおり 

※様式１「既設照明・提案照明一覧表」については、市ホームページには掲載せず、応募資格

があると認められたものに別途送付する。一覧には、既設照明器具の数、種類、高所設置器

具の高さ、年間点灯時間、電気料金単価等の情報を記載する。 

※現地調査の結果、又は本市の都合等により、照明器具の種別及び数量の変更を行う可能性

があるため留意すること。 

（４）契約方式 

賃貸借契約（１２０カ月） 

※地方自治法第２１４条に基づく債務負担行為とする。 

※本事業で賃貸借した照明器具については、賃貸借期間終了後、本市に無償譲渡されるもの

とする。なお、当該賃貸借物件にかかる固定資産税は事業者に課税されないものとする。 

（５）事業内容 

別紙２「仕様書」のとおり 

（６）提案限度額 

６５０，７２０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

（７）履行期間 

履行期間のうち、準備期間及び賃貸借期間は次のとおりとする。なお、対象施設をＡグループ

及びＢグループの２つに分類し、それぞれ期間を設けるものとする。ただし、本市にとって、効率的

かつ効果的であると認められる場合は、異なるグループでの提案も可とする。 
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ア 準備期間 

【Aグループ】 契約締結日の翌日から令和９年３月３１日（水）まで 

【Bグループ】 令和９年４月１日（木）から令和１０年２月２９日（火）まで 

イ 賃貸借期間 

【Aグループ】 令和８年１０月１日（木）から令和１８年９月３０日（火） １２０カ月 

【Bグループ】 令和９年１０月１日（金）から令和１９年９月３０日（水） １２０カ月 

当該賃貸借期間は、各賃貸借開始日の前日までに設置、検査、及び調整等が完了した施

設に係るものとし、それ以後に設置等が完了した施設に係る賃貸借期間は別途設定する。こ

の場合において、賃貸借期間は賃貸借開始日から１２０カ月とする。 

３ スケジュール 

本プロポーザルの日程は以下のとおり。なお本市の都合により予定を変更する場合がある。 

令和７年 ７月 ４日 （金） 公告 

 ７月 ４日 （金） 応募申込書受付開始・質問書受付開始 

 ７月 １１日 （金） 質問書提出期限 

 ７月 １８日 （金） 質問書回答予定日 

 ７月 ２８日 （月） 応募申込書提出期限 

 ８月 ４日 （月） 応募資格確認結果通知 

 ９月 １２日 （金） 企画提案書提出期限 

 ９月 下旬  プレゼンテーション及びヒアリング審査 

 １０月 上旬  優先交渉権者の決定及び通知 

 １０月 上旬  基本協定締結 

 １０月 上旬 ～ 優先交渉権者による現地調査・詳細設計 

令和８年 １月 中旬 まで 契約内容に関する協議 

 １月 中旬  見積書提出及び賃貸借仮契約締結 

 ２月 下旬  賃貸借契約の議会議決（議決後、本契約へ移行） 

 ４月 以降  LED照明器具設置 

４ 応募形態 

本事業に応募しようとする者（以下「応募者」という。）は、リース役割を担う事業者（以下「リース

事業者」という。）単独又はリース事業者を含めた複数の企業の共同体（以下「グループ」という。）

とし、グループの場合は、本プロポーザルの応募申込時に全構成員を明らかにすること。なお、グル

ープの場合であっても、本市との賃貸借契約はリース事業者が受注者となって行うものとする。 
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（１）構成員の役割ごとの分担業務 

ア リース役割  照明器具の賃貸借及び契約等の諸手続 

イ 施工役割  照明器具の設置作業に係る全ての業務 

ウ その他の役割  上記ア、イ以外の本事業に必要とされる業務 

（２）補足事項 

ア 構成員とは、リース事業者又はリース事業者と直接契約を締結する事業者をいい、各構成

員（リース事業者は除く）の下請となる事業者は含まない。 

イ リース事業者を代表者とし、事業遂行全般の責を負うものとする。 

ウ 各役割（リース役割は除く）は、複数事業者での構成も可とする。 

エ 一事業者が複数の役割を兼ねることも可とする。 

オ 応募申込書の提出後は、応募者の構成員を変更することはできない。ただし、リース事業者

を除き、本市が認めたときはこの限りではない。 

５ 応募資格 

（１）応募者（構成員含む）は次に掲げる条件を全て満たす者であること。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこ

と。 

イ 公告日から契約締結日までに、太田市入札参加資格停止措置要領に基づく入札参加資格

停止を受けていないこと。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 

エ 国税、都道府県税、及び市町村税を完納していること。 

オ 公告日から契約締結日までに、「太田市の事務事業からの暴力団排除に関する要綱」に基

づく排除措置を受けていないこと。 

（２）リース事業者は、太田市入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）において、「（資

格：物品・役務）（分類：リース）」に登録があること。 

（３）リース事業者は、国又は地方公共団体発注の照明LED化事業（賃貸借又はESCO事業）にお

いて、平成２７年４月以降に契約実績を有すること。 

（４）施工役割を担う事業者は、資格者名簿「（資格：建設工事）（業種：電気）」に登録があり、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく電気工事業の建設業許可を有している者であること。

また、市内に本店又は支店を有し、平成２７年４月以降に国又は地方公共団体発注の公共施設

電気設備工事について、元請として履行完了した実績があること。 

６ 応募に関する留意事項 

（１）費用負担 

本プロポーザルに関するすべての書類作成および提出に係る費用は、応募者の負担とする。 
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（２）提出書類の取扱い・著作権 

提出された書類は返却しないものとする。なお、提出された書類については本事業の審査以外

の目的には使用しない。提出書類の著作権は、契約締結前にあっては、それぞれの応募者に帰属

するが、契約締結時点で本市に帰属するものとする。 

（３）特許権 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外の国

の法令に基づき保護され第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工

事材料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。 

（４）情報公開 

提出書類について太田市情報公開条例（平成１７年太田市条例第９号）第５条に基づく開示

請求があったときは、同条例第６条各号に規定する不開示情報を除き、公開することがある。 

（５）本市からの提供資料の取扱い 

本市が提供する資料は、本プロポーザルに係る検討以外の目的で使用してはならない。 

（６）１応募者の複数提案の禁止 

１応募者は、１つの提案しか行うことができない。 

（７）複数の応募者の構成員になることの禁止 

１応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。 

（８）構成員の変更の禁止 

応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合、本市と協議を行

い、本市がこれを認めたときはこの限りでない。 

（９）提出書類の変更の禁止 

提出した書類の変更はできない。なお、提出書類について後日参考資料を求めることがある。 

（１０）虚偽の記載の禁止 

応募申込書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、応募申込書及び提案書を無効とする。 

７ 質問の受付及び回答 

本実施要領、仕様書等について不明な点がある場合は、下記の方法により提出すること。なお、

個々の照明器具及び参考図面に関する質問には回答しない。 

（１）提出方法 

専用フォームにアクセスし、必要事項（会社名、担当者名）及び質問内容を入力すること。なお、

所定の方法以外の手段による質問には回答しない。 

専用フォームＵＲＬ：https://logoform.jp/form/VswA/729299 

  

https://logoform.jp/form/VswA/729299
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（２）提出期限 

令和７年７月１１日（金）午後５時まで 

上記期限を過ぎた場合は、専用フォームにアクセスできなくなるため、留意すること。 

（３）回答方法 

質問に対する回答は、質問者の名称等を伏せたうえで、令和７年７月１８日（金）までに市ホー

ムページに随時掲載するものとする。 

８ 応募申込書の提出 

（１）提出方法および提出先 

下記の期日までに事務局へ持参（土日祝日を除く）又は郵送（書留郵便に限る）にて提出する

こと。持参する場合は、持参する旨の事前連絡を電話により行うこと。郵送する場合は、提出期限

内に必着とし、提出期限内に電話により到着状況の確認をすること。なお、本市は郵送事故等に

より提出期限までに届かない場合の責任は負わない。 

（２）提出期限 

令和７年７月２８日（金）午後５時必着 

理由を問わず、提出期限の延長は行わない。 

（３）提出書類 

ア 様式２「応募申込書」 

イ 様式３「グループ構成表」 

リース事業者単独での応募の場合は、提出は不要とする。 

ウ 様式４「会社概要」 

設立年月日、代表者氏名、事業内容、年間売上金額、営業所一覧、従業員数及び会社の

特徴等について具体的に記載し、構成員ごとに提出すること。なお、会社パンフレット等で記載

要件を満たしている場合は、それを添付することで代えることができる。 

施工役割の構成員については、建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づき、電気工事

業としての建設業の許可証の写しを添付すること。 

エ 様式５「委任状」 

本事業における手続き等の権限に関して、応募者の各構成員からグループ代表者への委

任状を提出すること。なお、リース事業者単独での応募の場合は、提出は不要とする。 

オ 様式６「事業実績調書」 

平成２７年４月以降の国又は地方公共団体発注の同種事業について、受注実績を記載す

ること。また、実績が分かる書類（契約書等）の写しを添付すること。なお、施工役割を担う事

業者において、本市が発注したLED照明器具設置又は更新工事の実績があれば優先的に

記載すること。その他役割については、実績がある場合のみ記載すること。 

〇同種事業の定義 

リース役割・その他役割： 国又は地方公共団体が発注した公共施設ＬＥＤ照明賃貸借 
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施工役割： 国又は地方公共団体が発注した公共施設電気設備工事 

カ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本） ※ 

申込日３カ月以内に発行されたもの。 

キ 納税証明書（直近の事業年度分） ※ 

国税、都道府県税、及び市町村税のうち、該当するものについて未納がないことを証明する

官公署発行の証明書で、申込日３カ月以内に発行されたもの。 

ク 財務諸表等 ※ 

最新決算年度及びその前年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表等を綴じたもの。

なお、写しでも可とする。 

※カ～クについては、資格者名簿に登録がない構成員に限り提出すること。 

（４）応募資格確認結果通知 

応募申込書（添付書類含む）を提出し、応募資格要件を満たすと判定された応募者（グループ

の場合はその代表者）には、令和７年８月４日（月）までに通知し、あわせて様式１「既設照明・提

案照明一覧表」を送付する。なお、応募資格要件を満たさないと判定された応募者には、その理

由を付し、通知する。 

（５）応募の辞退 

プロポーザル応募申込書を提出した応募者が応募を辞退する場合は、様式７「応募辞退届」

を令和７年９月１２日（金）午後５時までに提出すること。 

（６）参考図面の交付 

応募資格要件を満たすと判定された応募者について、参考図面の交付を希望する場合は、電

話で事前連絡のうえ、事務局まで様式８「参考図面交付申請書」とデータ保存用のＤＶＤ－Ｒ等

（ＵＳＢメモリ不可）を持参すること。データは即日交付を行う。なお、施設によっては、参考図面が

存在しない又は現状と相違する部分がある点について留意すること。 

・参考図面  電灯設備図、照明器具姿図、建築竣工図（一部施設のみ） 

・受付時間  午前９時～午後４時（土日祝日を除く） 

９ 企画提案書等の作成及び提出方法等 

（１）提出方法および提出先 

下記の期日までに事務局へ持参（土日祝日を除く）又は郵送（書留郵便に限る）により提出す

ること。持参する場合は、持参する旨の事前連絡を電話により行うこととし、提出時の企画提案内

容等の説明は受け付けない。郵送する場合も提出期限内に必着とし、提出期限内に電話により

到着の確認をすること。なお、本市は郵送事故等により提出期限までに届かない場合の責任は負

わない。 

（２）提出期限 

令和７年９月１２日（金）午後５時必着 
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提出期限後の書類の再提出、差し替え、追加提出は認めないものとする。ただし、企画提案書

の内容を確認するため、本市が追加資料を求めた場合はこの限りではない。なお、提出期限まで

に書類提出がなかった場合、応募を辞退したものとする。理由を問わず、提出期限の延長は行わ

ない。 

（３）作成要領 

ア （４）提出書類一覧表に掲げる書類のうち、「提案書提出届」及び「既設照明・提案照明一

覧表」を除く各書類について、紙媒体により正本１部と副本１０部の計１１部を１部ずつフラッ

トファイルに綴じて提出すること。 

イ 「提案書提出届」及び「既設照明・提案照明一覧表」については、正本のみに添付し、「既

設照明・提案照明一覧表」については、電子データをエクセル形式のままＣＤ－Ｒにて提出す

ること。 

ウ 企画提案書はＡ３サイズ片面１０枚以内（任意様式）とし、文字サイズは１２ポイント以上とす

る。ただし、図表等についてはこの限りではない。 

エ 写真、イラスト、図面等を用いて分かりやすい表現に努めること。 

オ １者１提案とすること。 

（４）提出書類一覧表 

番号 名称 留意事項 様式 提出 

    正本 副本 

１ 提案書提出届 〇関係書類に不備がないことを確認すること。 様式９ 〇  

２ 既設照明・提

案照明一覧表 

〇提案照明は、既設照明の仕様等に基づき選定すること。

なお、一覧に記載がない仕様等であっても、室用途等を

踏まえ、適切に判断のうえ、選定すること。 

〇電気料金については、各器具の年間点灯時間及び各施

設の電気料金単価に基づき計算すること。 

〇温室効果ガス排出量については、以下の排出係数を用

いて算定すること。 

 ・高圧受電施設  ０．341（ｋｇ－CO2／KWh）  

 ・低圧受電施設  ０．423（ｋｇ－CO2／KWh）  

〇提案照明については、原則として既設照明と同位置及

び同台数を前提とし、台数を減らす提案は認めない。 

様式１ 〇  

３ 企画提案書 〇仕様書に基づき、（５）企画提案書の内容について記載

すること。 

〇選定委員が審査の際に評価しやすいよう、別紙「評価基

準」に合わせて企画提案書をまとめること。 

任意 〇 〇 
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番号 名称 留意事項 様式 提出 

    正本 副本 

４ 削減効果一覧 〇全ての対象施設のＬＥＤ化が完了した場合の電気使用

量、電気料金及び温室効果ガス排出量を記載すること。

なお、様式１「既設照明・提案照明一覧表」と整合性を図

ること。 

様式１０ 〇 〇 

５ 見積書 〇本事業に要する費用の総額とともに、内訳として、器具

費、施工費、維持管理費、その他必要な経費等を明記す

ること。また、施設ごとの賃貸借料が分かるよう内訳を明

記すること。 

〇見積金額は税込みとすること。 

様式１１ 〇 〇 

（５）企画提案書の内容 

ア 実施方針 

本事業の全体的な実施方針を記載すること。また、事業実施に関して、以下の点について具

体的に記載すること。 

（a） 実施体制 

本事業の人員配置、役割分担等について記載すること。また、事業責任者及び各役割担

当者等を明確にし、事業責任者及び各担当者の経歴や担当業務（同種事業を含む）、同

種事業の担当実績について記載すること。 

（b）現地調査・詳細設計 

現地調査の人員配置、スケジュール、調査方法、調査項目、及び現地調査を踏まえた設

計方針等について記載すること。 

（c）器具選定 

品質や性能、安全性、及びその他の観点から、どのような基準で照明器具を選定するか

記載すること。また、必要に応じて、器具の姿図や性能等が分かる資料を添付すること。添付

する資料については、（３）作成要領に規定する枚数には含めないものとする。ただし、枚数

が過剰とならないよう簡潔にまとめること。 

（d）施工計画 

本実施要領に定める各グループの準備期間、別紙１「対象施設一覧表」に記載の各施

設の工事不可期間、及び留意事項等を踏まえ、施工計画を立案すること。また、施工方法や

スケジュール等について、施設運営や市民利用に対する配慮又は工夫する点を記載するこ

と。 

（e）品質管理 

施工の品質を確保するための施工監理方法、試験方法、及び基準値等について記載す

ること。 

（f）廃棄物の処理 

既設照明器具の撤去後の処理方法について記載すること。 
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（g）維持管理 

不具合時の対応体制等について記載すること。また、保証される対象、期間及び内容並

びに保証対象外となる事由等について記載すること。 

イ 市内事業者の活用 

本事業の実施にあたり、各役割に従事する事業者について、請負区分（元請け、一次下

請）、事業者名、所在地及び作業区分等を明確にし、全体の事業費用のうち、各事業者が負

担する金額割合について記載すること。 

ウ 独自提案 

上記ア、イ、及び別紙２「仕様書」に記載の内容以外に、独自の判断により本事業に必要で

あると思われる内容がある場合、及び事業を行う上で本市に有益であると思われる内容につ

いては、積極的に提案すること。ただし、これに係る経費は、提出する見積額に含むものとする。 

１０ プレゼンテーション及びヒアリング審査 

（１）日程 

令和７年９月下旬 

（２）場所 

太田市役所本庁舎内 会議室 

（３）出席者 

出席者は、説明者を含め５人までとし、いずれも応募者（グループ構成員含む）に所属する者の

みとする。なお、説明者は、事業責任者を主とすること。 

（４）発表時間（目安） ※実際の時間構成は別途通知する。 

発表は、提案説明２０分、質疑応答２０分で行う。 

※準備や片付けの時間は含まない。 

（５）留意事項 

ア 説明は提出書類に記載された内容に限るものとし、説明用スライドを除く追加資料の持込

は控えること。 

イ 質疑に対する応答は、審査会内で応答し、持ち帰りはしないようにすること。 

ウ 市のスクリーンをあらかじめプレゼンテーション会場に設置する。提案者は、必要に応じてパ

ソコンやプロジェクター等の機材を用意し、映像を投影することができる。なお、発表前の機

材準備の時間は１０分程度とし、発表時間に含まない。 

エ 提案説明については、スライドを用いて説明しても良いが、説明に用いたスライドは、審査時

にCD-Rで提出すること。 

１１ 優先交渉権者の選定 

（１）審査委員会の設置 

市職員で構成する審査委員会を設置し、審査する。なお、公平性、公正性を確保するため、委

員は非公開とする。 
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（２）審査委員会の運営 

審査委員会は、応募者の企業秘密及び知的財産等を保護する観点から非公開とし、議事内容

も非公開とする。 

（３）評価基準 

審査における評価の基準は、別紙３「評価基準」のとおりとする。 

（４）審査方法 

ア 審査委員会の各委員が提案についてそれぞれ評価し、各委員の採点の合計が最も高いも

のを優先交渉権者として選定する。なお、最高得点のものが複数であった場合は、評価基準

「事業コスト」の点数が高いものを優先交渉権者として選定する。優先交渉権者が辞退した

場合、又は優先交渉権者がその資格を喪失した場合は、次順位の提案者を優先交渉権者

に選定する。 

イ 全委員の合計点数が満点の６割に満たない場合は優先交渉権者としない。 

ウ 本プロポーザルへの応募を承諾した事業者が１者の場合であっても審査委員会を行うもの

とし、審査の結果、提案内容が仕様を満たしていると認められた場合にはその事業者を優先

交渉権者に選定する。 

（５）審査結果 

ア 審査委員会の選定を受けて、最も優秀な提案者を優先交渉権者として決定する。 

イ 優先交渉権者の決定後、審査結果を提案者に個別にメールで通知する。 

ウ 審査結果のメール通知後、市ホームページにて結果を公表する。 

エ 審査結果についての異議申し立てはできないものとする。 

１２ 失格の条件 

以下の条件に該当する場合は失格になることがある。 

（１）提出書類に不備、不足があった場合 

（２）提出書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

（３）提出書類に虚偽内容が記載されている場合 

（４）仕様書等に示された条件に適合しない場合 

（５）企画提案書に虚偽内容の記載があった場合 

（６）審査の公平性を害する行為を行った場合 

（７）企画提案にあたり著しく信義に反する行為が認められる場合 

（８）見積金額が提案限度額を上回った場合 

１３ 契約の締結 

（１）基本協定の締結 

本市と優先交渉権者は、賃貸借契約の締結に向けた協議を実施するため、基本協定を締結す

る。なお、優先交渉権者は自己の責任と費用負担をもって、事業実施に必要な準備行為を行うこ

とができるものとし、本市は必要かつ可能な範囲で協力するものとする。 
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（２）現地調査・詳細設計 

優先交渉権者は、基本協定に基づき、各施設について現地調査を行ったうえで、様式１「既設

照明・提案照明一覧表」を現況に即した内容に更新するほか、提案内容や現地調査結果を踏ま

え、適切なLED化の検討及び詳細設計を実施すること。また、企画提案時との器具数量や仕様の

変更、金額の増減に関する内訳明細書を作成し、本市と契約内容について協議を行ったうえで、

改めて見積書を提出すること。なお、金額の変更を要する場合は、原則として企画提案時の単価

を基準とする。 

なお、協議が整わなかった場合には、審査結果において次点の提案者と基本協定を締結し、協

議を行うこととする。 

（３）契約の締結 

契約内容について本市と協議が成立した場合は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２

号に基づく随意契約により、賃貸借契約を締結する。なお、本契約は太田市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年太田市条例第８１号）に基づく太田市

議会の議決を得る必要があり、議決を得られない場合は契約を行わない場合がある。この場合に

おいて、本市はいかなる責めも負わない。 

（４）契約の枠組み 

ア 契約当事者 

発注者（本市）及び受注者（リース事業者） 

イ 締結時期 

（仮契約）令和８年１月中旬予定 

（本契約）令和８年２月下旬予定 ※太田市議会の議決が得られた場合 

ウ 契約の概要 

企画提案書及び賃貸借契約に係る協議内容に基づき締結するものであり、受注者が遂行

すべき業務に関する内容、金額、支払方法等を定める。 

エ 契約金額 

企画提案書等で提示された金額をもとに、協議により決定する。 

（５）事業実施におけるリスクと責任分担 

本市と事業者の責任分担は、原則として、別紙４「予想されるリスクと責任分担」によることとす

る。なお、本表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議のうえ対応するものとする。 

１４ 事務局 

太田市 企画部 行革推進課 行革推進係 

住 所：  〒３７３－８７１８ 群馬県太田市浜町２－３５ 

電 話：  ０２７６－４７－１８１１（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ：  ０２７６－４７－１８８５ 

Ｅ メール：  005250@mx.city.ota.gunma.jp 


